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世田谷区特別支援教育推進計画（調整計画）（案）について 

 

 

１ 主旨 

特別支援教育を取り巻く環境の変化等を踏まえ、令和４年度から令和５年度まで

の２年間にわたる、区立小・中学校・幼稚園における具体的な事業活動について規

定した「世田谷区特別支援教育推進計画（調整計画）」の案をとりまとめたので、

報告する。 

計画の策定にあたっては、「世田谷区未来つながるプラン（実施計画）」や「第２

次教育ビジョン・調整計画」などの諸計画との整合性を図る。 

誰一人置き去りにされることなく全ての子どもたちが共に学び共に育ち、生き生

きと充実した学校生活を送ることができるよう、世田谷区教育総合センターを拠点

とした教員の専門性向上と人材育成、専門チームによる支援の強化、教育環境の整

備、障害理解教育の推進などに取り組み、どの子どもも等しく認められ尊重される

インクルーシブ教育を推進していく。 

 

２ 計画案の内容 

 別紙１及び別紙２のとおり 

別紙１ 世田谷区特別支援教育推進計画（調整計画）（案）【概要版】 

別紙２ 世田谷区特別支援教育推進計画（調整計画）（案）【本  文】 

 

３ 素案からの変更点 

  別紙３「素案からの主な変更点」のとおり 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和４年 ３月 策定 
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平成１９年 特別支援教育開始（特殊教育からの転換） 

平成２４年 中教審「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための 

特別支援教育の推進」報告 

平成２６年 障害者権利条約発効 

       第２次教育ビジョン策定（重点事業に位置づけ） 

平成２７年 世田谷区における特別支援教育の今後の推進のあり方策定 

平成２８年 障害者差別解消法施行（合理的配慮の提供） 

       世田谷区特別支援教育推進計画（第１期）策定 

       世田谷区立小学校全校に「特別支援教室」設置 

 平成３０年 世田谷区特別支援教育推進計画（第２期）策定 

平成３１年  区立中学校２８校に「特別支援教室」を設置 

令和 ３年 中教審「令和の日本型学校教育の構築を目指して」報告 

 「自閉症・情緒障害特別支援学級」開設 

       区立中学校１校「特別支援教室」開設⇒全校での「特別支援教室」設置が完了 

 「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」成立 

 

 

（１）特別支援教育の推進体制における主な取組み内容 

 ○特別支援教育コーディネーター機能の充実 

  ・小学校における授業代替講師等の配置 

 ○通常の学級における支援 

  ・学校包括支援員９５人配置 

（１人１校及び大規模校加配） 

  ・非常勤講師（教科の補充指導）の配置 

・学校生活サポーター（旧支援要員）の拡充 

 ○校外から学校を支援する体制 

  ・教育支援チームの実施 

・特別支援教育巡回グループによる支援 

 ○医療的ケア児への支援 

  ・看護師配置等による医療的ケアの実施 

（２）個に応じた教育環境の充実における主な取組み内容 

 ○小学校「特別支援教室」の運営 

  ・拠点校の増設５校（計２５校） 

 ○中学校「特別支援教室」の導入・運営 

  ・全校導入 

 ○自閉症・情緒障害特別支援学級（固定学級）の開設 

  ・小学校２校、中学校１校 

 ○「ＧＩＧＡスクール構想」に基づくタブレット端末の整備 

  ・児童・生徒 一人一台 

（３）特別支援教育の指導の充実における主な取組み 

 ○教員研修及び教育研究活動の実施 

  ・夏季教育課題研修など 

（４）共生社会に向けた教育の推進における主な取組み内容 

 ○人権や多様な個性を尊重する教育 

  ・オリンピック・パラリンピック推進校：全校実施 

別紙１ 

世田谷区特別支援教育推進計画（調整計画：令和４年度～令和５年度）（案）【概要版】 

第１章 特別支援教育をめぐる動き 

第２章 第２期計画を振り返って 
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 ○交流及び共同学習等の充実 

  ・特別支援学級設置校全校 

（５）総合的な評価 

・施策体系に基づく総合的な取組みを通じて、個に応じた教育環境の充実、教職員の専門性や

障害者理解に関する意識の向上などの成果を上げることができたことから、インクルーシ

ブ教育が一歩前進し、学校の包摂性を高めることができました。 

（６）第２期計画から調整計画へ引継ぐ内容 

①特別支援教育推進体制の充実 

②教職員の専門性の向上 

③医療的ケア児及びその家族に対する支援 

④個に応じた教育環境の充実 

⑤障害者理解教育の充実 

 

 

（１）教育総合センター開設の背景 

（２）教育総合センターの運営方針 

（３）教育総合センターの新たな機能 

（４）インクルーシブ教育推進の拠点 

・今後、教育総合センターをインクルーシブ教育推進の拠点と位置づけ、大学や企業、政策研

究部門と連携した教育課題の研究を実施し、それらの成果・普及を通じてインクルーシブ教

育を実践する知識やスキルを有する教職員の育成を図ります。 

・様々な相談に総合的に対応する切れ目のない支援や、専門チームによる支援の充実を図り、

子ども一人一人の特性に応じた支援の強化に向け取り組みます。 

・教育総合センターの活動を通じて得られる専門的な知識や情報を十分に生かすとともに、研

究・研修部門と子ども・保護者支援を行う部門が相互に連携し、一体となって取り組むこと

が重要です。 

 

 

・特別支援教育推進計画は、「世田谷区における特別支援教育の今後の推進のあり方」で定め

た「考え方」や目指すべき「取組みの方向」の実現に向けた具体的な行動計画です。 

・本計画は令和４年度から令和５年度までの２年間にわたる、区立小・中学校・幼稚園におけ

る事業活動について規定するものです。 

 

 

（１）本計画における対象 

・支援の対象を想定する上で重要な視点は、「障害」があるかないかではなく、その特性によ

って学校生活上の困難が生じているかどうかということになります。 

・このことから、本計画では、支援の対象を「障害の特性によって生活上の困難が生じている

子ども」とし、本文中においては、「配慮を要する子ども」又は「配慮を要する児童・生徒」

と表記しています。 

（２）インクルーシブ教育を支える体制の推進 

・教育ビジョンの３つの基本方針の一つである、「地域とともに子どもを育てる教育の推進」

に基づき、進めていくことが特に大切であると考えます。 

・誰一人置き去りにされることなく全ての子どもたちが共に学び共に育ち、生き生きと充実し

た学校生活を送ることができるよう、教育総合センターを拠点とし、教員の専門性向上と人

材育成、専門チームによる支援の強化、教育環境の整備、障害理解教育の推進などに取り組

み、どの子どもも等しく認められ尊重されるインクルーシブ教育を推進します。 

 

第４章 計画の位置づけ及び計画期間 

第５章 調整計画の内容 

第３章 教育総合センターを拠点とした取組み 
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（３）調整計画の体系 

大項目 中項目 小項目 

Ⅰ 

 

特別支援 

教育の推進 

体制の充実 

〔１〕 

学校（園）におけ

る支援体制の充実 

①特別支援教育コーディネーター機能の充実 

〔２〕 

切れ目のない 

一貫した支援 

①専門チームによる学校支援       【重】【新】【セ】 

②就学前から卒業後までの途切れのない支援 

③医療的ケア児及びその家族に対する支援の充実【重】【拡】 

④教育に関する相談を総合的に受ける 

相談体制の構築              【重】【新】【セ】 

⑤支援情報の引継ぎ、活用促進                   【セ】 

⑥関係機関との連携や保護者支援の充実          【セ】 

〔３〕 

通常の学級に 

おける 

人的支援 

①学校包括支援員の配置 

②非常勤講師（教科の補充指導）の配置 

③学校生活サポーターの充実         【重】【拡】 

④大学生ボランティアの充実 

⑤幼稚園介助員の充実 

⑥新たな人材の養成             【重】【新】【セ】 

〔４〕 

特別支援学級 

における 

人的支援 

①特別支援学級支援員の配置 

②学校生活サポーターの充実 

③新たな人材の養成（再掲）       【重】【新】【セ】 

Ⅱ 

 

個に応じた

教育環境の

充実 

〔５〕 

多様な学びの 

場や機会の充実 

①ＩＣＴを活用した学びや支援の充実   【重】【拡】【セ】 

②興味・関心事や才能を活かした教育に関する 

研究・実施 

③特別支援学級等の整備 

Ⅲ 

 

特別支援 

教育の 

指導の充実 

〔６〕 

教員の資質・ 

専門性の向上 

①教員研修の実施             【重】【拡】【セ】 

②教育研究活動（教材開発・研究を含む）の実施 

【重】【拡】【セ】 

③特別支援学校との連携 

④学識経験者事業の実施 

Ⅳ 

 

共生社会に 

向けた 

教育の推進 

〔７〕 

障害者理解 

教育の推進 

①人権や多様な個性を尊重する教育 

②交流及び共同学習等の充実 

凡例……【重】：重点事業 【新】：新規事業 【拡】：拡充事業 【セ】教育総合センターの機能 
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（４）具体的な取組み内容（主な取組み内容）  凡例……●：重点事業 下線：新規の取組み 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ⅰ－〔３〕〔４〕通常の学級及び特別支援学級における人的支援 

●配慮を必要とする児童・生徒の増加により、人的支援のニーズは依然として高い状況にあることか

ら充実を図ります。 

●学校包括支援員及び学校生活サポーターに対する研修を実施し、支援の充実に向け取り組みます。 

●支援の担い手となる新たな人材の養成方法について検討し、人材確保の充実を図ります。 

Ⅰ－〔１〕特別支援教育コーディネーター機能の充実 

○特別支援教育コーディネーター連絡会を開催し、その資質や専門性の向上に向け取り組みます。 

○特別支援教育コーディネーターが果たすべき役割は重要であるため、特別支援教育コーディネーター

の活動しやすい環境づくりに取り組みます。 

Ⅰ－〔２〕切れ目のない一貫した支援 

●学校や保護者等から寄せられる相談件数の増加や、相談内容の複雑化・多様化を踏まえ、就学後も

専門的な視点で継続的に見守り、子どもや学校を支援する特別支援教育巡回グループなど、専門チ

ームの運営を通じて、学校や児童・生徒、保護者に対する総合的な支援を行います。 

●医療的ケア児及びその家族に対する支援について、保護者、医療機関及び就学前機関と密接な連携

を図るなど、切れ目のない相談体制の充実に向け取り組みます。 

●特別支援教育や不登校、いじめなど様々な相談に対応するとともに、学校や専門チームと連携して

多様で複雑な課題が深刻化する前に解決できるよう総合的な相談体制を構築します。 

〇教育総合センターの相談部門や支援部門、福祉部門が情報を共有していくことで、配慮が必要な子

どもたちがより適切な対応や支援に繋がることができるよう情報共有システムを運用します。 

Ⅱ－〔５〕多様な学びの場や機会の充実 

●特別支援学級等におけるタブレット端末やアプリを活用した授業事例等のデータベース化、共有に

より、ＩＣＴの活用にかかる教員の指導力の向上を図っていきます。 

●教育ＤＸ推進の取り組みに基づき、教育データを利活用して、児童・生徒一人一人の個性や特性に応

じた指導に取り組みます。 

Ⅲ－〔６〕教員の資質・専門性の向上 

●研修や教育研究活動の実施、特別支援学校のセンター機能の活用を通じて充実を図ります。 

●研修動画や好事例のデータベース化など、ＩＣＴを活用した研究及び検討を行います。 

○作業療法士や理学療法士などの学識経験者派遣事業の実施を通じて専門性の向上を図ります。 

Ⅳ－〔７〕障害者理解教育の推進 

○人権教育や道徳教育の成果を生かすとともに、学校の教育活動全体を通して発達段階に応じた指導を

実施していきます。 

○交流及び共同学習や副籍交流の充実を図り、相互理解の促進を図ります。 
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世田谷区特別支援教育推進計画（案） 

（調整計画：令和４年度～令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１月 

世田谷区教育委員会 

 

別紙２ 
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は じ め に 

 

 世田谷区は、障害者の権利に関する条約の批准や障害者差別解消法の施行など、特

別支援教育をめぐる環境の変化に対応するため、平成２７年に「世田谷区における特

別支援教育の今後の推進のあり方」を策定し、１０年程度を見すえた「考え方」や目

指すべき「取組みの方向」をとりまとめました。さらに、具体的な行動計画として特

別支援教育推進計画（第１期・第２期）を策定し、教職員の専門性向上、「特別支援

教室」の全校導入をはじめとした多様な学びの場の整備、障害者理解教育の推進、支

援体制の充実など、世田谷区の特別支援教育を一歩ずつ前進させてきました。 

これもひとえに、児童・生徒、保護者、教職員、関係するすべての方々の理解と協

力、たゆまぬ努力の賜物です。 

さて、この間、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、人々の生活や意識が変化す

るとともに、学校教育では児童・生徒が１人１台の情報端末を活用した新しい学びへ

の転換期を迎えています。 

令和３年１月には、中央教育審議会が「令和の日本型学校教育の構築を目指して」

を報告し、特別支援教育を受ける児童・生徒などの増加を踏まえ、学校教育の質と多

様性、包摂性を高めていくなどの方向性が示されています。また、令和３年６月には、

医療的ケア児や、その家族を支援するため、「医療的ケア児及びその家族に対する支

援に関する法律」が成立しています。 

 世田谷区ではこのような状況の中、本計画を策定するための検討委員会を令和３年

６月に設置しました。学識経験者や区立小・中学校の教職員等が集まり、２年間で取

り組むべき施策や新たに対応すべき課題について検討し、本計画をとりまとめました。 

 今後は、令和３年１２月に開設した教育総合センターをインクルーシブ教育の拠点

と位置付け、教職員の育成を図るとともに、子ども一人一人の特性に応じた支援の強

化に向け取り組みます。 

本計画をもとに、障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒が共に学び共に育

ち、将来の社会参加に向け、持てる力を発揮していけるよう、児童・生徒や保護者の

方々の声に耳を傾け、成長に目を注ぎ、学ぶ達成感や生きる力を育みながら、どの子

どもも等しく認められ尊重されるインクルーシブ教育を推進していきます。 
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③ 医療的ケア児及びその家族に対する支援の充実 

④ 教育に関する相談を総合的に受ける相談体制の構築 

⑤ 支援情報の引継ぎ、活用促進 

⑥ 関係機関との連携の充実 

〔３〕通常の学級における人的支援・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

    ① 学校包括支援員の配置 

② 非常勤講師（教科の補充指導）の配置 

③ 学校生活サポーターの充実 

④ 大学生ボランティアの充実 

⑤ 幼稚園介助員の充実 

⑥ 新たな人材の養成 

〔４〕特別支援学級における人的支援・・・・・・・・・・・・・・・ ２６ 

  ① 特別支援学級支援員の配置 

  ② 学校生活サポーターの充実 

③ 新たな人材の養成（再掲） 

Ⅱ 個に応じた教育環境の充実 
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〔５〕多様な学びの場や機会の充実・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７ 

    ① ＩＣＴ機器の活用支援 

② 興味・関心事や才能を活かした教育に関する研究・実施 

③ 特別支援学級等の整備 

  Ⅲ 特別支援教育の指導の充実 

〔６〕教員の資質・専門性の向上・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ 

① 教員研修の実施 

② 教育研究活動（教材開発・研究を含む）の実施 

③ 特別支援学校との連携 

④ 学識経験者事業の実施 

  Ⅳ 共生社会に向けた教育の推進 

  〔７〕障害者理解教育の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２ 

① 人権や多様な個性を尊重する教育 

② 交流及び共同学習等の充実 

 

資料編  

１ 世田谷区特別支援教育推進計画（調整計画）検討委員会設置要綱・・・・ ３６ 

２ 世田谷区特別支援教育推進計画（調整計画）検討委員会名簿・・・・・・ ３７ 

３ 世田谷区特別支援教育推進計画（調整計画）検討委員会検討経過・・・・ ３８ 

10



- 1 - 

 

 

 

○ 平成１９年に、学校教育法等の一部を改正する法律の施行を受け、障害のある児

童・生徒の一人一人の教育的ニーズを把握して、その持てる力を高め、生活や学習上

の困難を改善又は克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行う「特

別支援教育」を開始 

○ 平成２３年に、障害者基本法の改正。「国及び地方公共団体は、障害者が、その年

齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするた

め、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を

受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策

を講じなければならない。」などを規定 

○ 平成２４年７月に、中央教育審議会の特別支援教育の在り方に関する特別委員会が

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育

の推進」で「障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだけ同じ場で共に学ぶ

ことを目指すべきである。」「小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別

支援学級、特別支援学校といった、連続性のある『多様な学びの場』を用意しておく

ことが必要である。」「すべての教員は、特別支援教育に関する一定の知識・技能を教

員養成段階で身につけることが適当であるが、現職教員については、研修の受講等に

より基礎的な知識・技能の向上を図る必要がある。」などを報告 

○ 平成２５年６月に、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障

害者差別解消法」を制定。平成２８年４月施行 

○ 平成２５年９月に、平成２４年の中央教育審議会報告で「就学基準に該当する障害

のある子どもは特別支援学校に原則就学するという従来の就学先決定の仕組みを改

め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学

等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を

決定する仕組みとすることが適当である。」との提言がなされたことなどを踏まえ、

学校教育法施行令にて就学に関する所要の改正 

○ 平成２６年１月２０日に「障害者の権利のための条約」の批准書を寄託し２月１９

日から効力発効。条約第２４条には「インクルーシブ教育」の規定 

○ 平成２６年３月に、「第２次世田谷区教育ビジョン・第１期行動計画」を策定。特

別支援教育を今後１０年間で重点的に取り組む事業に位置づけることを明記 

○ 平成２７年３月に「世田谷区における特別支援教育の今後の推進のあり方」を策定。

今後１０年程度を見すえた基本的な「考え方」や「取組みの方向」を明記 

○ 平成２８年４月に、世田谷区特別支援教育推進計画（第１期）を策定。「あり方」

で設定したリーディング事業をさらに拡充し、平成２８年度から平成２９年度までの

２年間にわたる事業活動について規定 

○ 平成２８年４月に、区立小学校全校に「特別支援教室」を設置。発達障害等の児童

に対する指導・支援の充実 

 

第１章 特別支援教育をめぐる動き 
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○ 平成３１年２月に、文部科学省の「学校における医療的ケアの実施に関する検討会

議」が、医療的ケア児の実態は多様であり、医療的ケアの種類・頻度のみに着目した

画一的な対応ではなく、医療的ケアの状態等や、一人一人の教育的ニーズに応じた指

導を行うことが必要であることを報告 

○ 平成３１年４月に、区立中学校２８校に「特別支援教室」を設置。発達障害等の生

徒に対する指導・支援の充実 

○ 令和３年１月に、中央教育審議会が「令和の日本型学校教育の構築を目指して」を

報告。特別支援教育を受ける児童・生徒などの増加を踏まえ、学校教育の質と多様性、

包摂性を高め、教育の機会均等を実現する。全ての教育段階において、インクルーシ

ブ教育システムの理念を構築することを旨として行われ、全ての子どもたちが適切な

教育を受けられる環境を整備することなどを明記 

○ 令和３年４月に、世田谷区としては初めてとなる「自閉症・情緒障害特別支援学級

（固定学級）」を多聞小学校、船橋小学校及び世田谷中学校に開設。区立中学校にお

いても、全校での「特別支援教室」設置が完了 

〇 令和３年６月に、医療的ケア児や、その家族を支援するため、国や地方公共団体に

必要な支援を求める「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が成立 
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 世田谷区では、平成３０年３月に策定した世田谷区特別支援教育推進計画（第２期）

（以下、「第２期計画」といいます。）に基づき、充実を図ってきました。 

 第２期計画の主な取組みの成果や課題、調整計画へ引継ぐ内容について整理しました。 

（１）特別支援教育の推進体制における主な取組み内容 

学校における支援体制の強化については、小学校において特別支援教育コーディ

ネーターの業務が増大していることから、コーディネーターの業務を代替できる非

常勤講師や看護師を週に２時間配置し、児童の行動観察など、授業時間中にしかで

きない業務を行えるよう環境整備に取り組みました。この制度を利用している学校

からは高い評価が得られていますが、一部の学校では、非常勤講師や看護師を確保

することができず、本制度を利用できていない状況もあることから、学校が人材を

確保できるよう、支援の方策について検討していく必要があります。 

配慮を必要とする児童・生徒に対する人的支援のニーズが高いことから、通常の

学級においては、区立小・中学校１校につき１人の学校包括支援員を配置すること

に加え、平成３０年度からは大規模校５校に対し、学校包括支援員を２人配置とし

ました。また、学校包括支援員だけでは支援が不足する場合に配置している学校生

活サポーター（支援要員）を拡充しました。特別支援学級においても、特別支援学

級支援員の配置基準を見直し、支援体制を強化しています。このような人的支援体

制の充実により、配慮を必要とする児童・生徒が学習活動に取り組みやすくなると

ともに、学級への帰属感、連帯感を持つことができるなどの教育的な効果が現れて

います。 

配慮を要する児童・生徒が就学した後も、専門的な視点で継続的に見守り、子ど

もや保護者、学校を支援することを目的として、令和２年度から特別支援教育巡回

グループ（教育職１人、臨床心理士１人）を発足しました。学校からの相談受付後、

子どもの行動観察等を実施した上で、学校管理職との話し合いの場を設け、子ども

の特性に関する理解促進、配慮の仕方や環境調整の方法など、様々な支援の方策を

助言しています。また、翌年度に小学校入学を控えた保護者からの相談もあり、保

護者が抱える悩みや心情に寄り添い、特別支援教育巡回グループ、学校、保護者が

連携しながら、切れ目のない支援の充実に向け取り組んでいます。学校や保護者等

から寄せられる相談件数の増加や、相談内容の複雑化・多様化を踏まえ、特別支援

教育巡回グループにおける支援の充実を図り、学校における支援体制の整備や研修

による教員の資質向上を図るとともに、児童・生徒、保護者に対する総合的な支援

に向け、取り組む必要があります。さらに、様々な相談内容を継続的に蓄積し、教

育総合センターの相談部門や支援部門、福祉部門が情報を共有していくことで、配

慮が必要な子どもたちがより適切な対応や支援につながることができるよう情報共

有システムの運用を開始しました。 

医療的ケア児に対する支援については、平成３０年度から２年間にわたり、看護

師を週３日程度、試行的に配置し、具体的な検討を行いました。この検討により、

第２章 世田谷区特別支援教育推進計画（第２期）を振り返って 
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医療的ケアの実施に向けた基本的な手順、看護師の勤務条件、実施体制、緊急時の

対応、医師や関係機関との連携方法等について把握することができました。子ども

の自立に向けた意欲も見られたことから、令和２年度以降、看護師配置日数を拡充

しています。また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により登校が困難になっ

ている医療的ケア児が授業に参加できるよう、遠隔授業を実施しました。今後、医

療的ケア児の増加が見込まれるため、看護師の安定的な確保に向けた対応が求めら

れています。 

平成３０年度 令和３年度（見込み） 

◎学校における支援体制 

○特別支援教育コーディネーターの 

活動環境整備 

  ・小学校 授業代替講師等の配置 

       週２時間 

 

◎通常の学級における人的支援 

○学校包括支援員の配置 

 ９５人配置 

（１人１校及び大規模校加配） 

○非常勤講師（教科の補充指導）の 

配置 ８９校 ２２，３６３時間 

○支援要員（臨時職員）の配置 

  ５８，３８２時間 

 

○大学生ボランティア 

  ３６７回配置 

〇幼稚園介助員の充実 

９園 ２０９人配置 

○地域ボランティア制度モデル事業 

・要約筆記ボランティアモデル 

事業の実施 １校 

・小１サポーターモデル事業の 

実施 ５校 

○学校包括支援員の配置 

 

 

○非常勤講師（教科の補充指導）の 

配置 全校 ２４，６３２時間 

○学校生活サポーターの配置 

７５，３００時間 

  *令和２年度から報償費制度へ移行 

○大学生ボランティア 

  ２５０回配置 

〇幼稚園介助員の充実 

８園 １８０人配置 

○地域ボランティア制度モデル事業 

・要約筆記ボランティアモデル 

事業 ０校 

*対象児童・生徒不在のため 

・小１サポーター事業の 

実施 ３７校 

◎特別支援学級における人的支援 

 ○特別支援学級支援員の配置 

４１人配置 

 

 ○介添員（臨時職員）の配置 

７，４０１日（４４，４０６時間） 

 

○特別支援学級支援員の配置 

４２人配置 

*令和元年度に配置基準見直し 

 ○学校生活サポーターの配置 

８，３６７日（５０，２００時間） 

  *令和２年度から報償費制度へ移行 
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平成３０年度 令和３年度（見込み） 

◎校（園）外から学校（園）を支援する体制 

○特別支援教育巡回グループの役割 

や構成員、運営方法等の検討 

 

○教育支援チームによる支援 

・臨床心理士等の配置 １人 

・スクールソーシャルワーカーの 

配置 ２人 

・弁護士の活用 

・医師の活用 

○特別支援教育巡回グループによる

支援 

・教育職１人、心理職１人 

○教育支援チームによる支援 

・臨床心理士等の配置 １人 

・スクールソーシャルワーカーの 

配置 １人 

・弁護士の活用 

・医師の活用 

◎切れ目のない一貫した支援 

○支援情報の引き継ぎ 

「就学支援シート」等による引継ぎ

の普及・促進 

 

 

 

○情報共有・連携強化に向けたシステ

ムの検討 

○関係機関との連携 

関係機関との連携促進に向けた取

組み 

 

○医療的ケア児への支援 

看護師の試行的配置の実施（安全面

や看護師の配置方法等の検討） 

○支援情報の引き継ぎ 

 

 

*「就学支援シート」及び「就学支

援ファイル」の区ホームページへ

の掲載（データのダウンロード） 

 ○教育相談支援システムの運用開始 

 

○関係機関との連携 

各種関係協議会との連携、関係機関

の情報提供、教育相談の実施、保護

者との連携 など 

○医療的ケア児への支援 

  看護師配置による医療的ケアの 

実施  

  ・学校医療的ケア看護師（会計年度

任用職員） ９人 

  ・訪問看護ステーション ２社 

 

（２）個に応じた教育環境の充実における主な取組み内容 

全小・中学校に「特別支援教室」を設置するという大きな目標を達成することが

できました。通常の学級の担任と「特別支援教室」の担任が連携することにより、

発達障害等の児童・生徒一人一人の特性に応じた指導の充実が図られていますが、

「特別支援教室」を利用する児童・生徒数は、導入前の情緒障害等通級指導学級利

用者と比べて約２．８倍となる１，７２０人に増加しています。そのため、小学校

においては拠点校を５校、中学校では拠点校を１校増設し、巡回指導体制を強化し

ています。さらに「特別支援教室」による指導だけでは、十分にその成果を挙げる
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ことが難しい児童・生徒もいることから、「世田谷区立小中学校特別支援学級等整備

計画」に基づき、自閉症・情緒障害特別支援学級（固定学級）を小学校に２校、中

学校に１校開設しています。こうした取組みは、多様な学びの場の充実につながっ

ており、今後も対象児童・生徒の増加に注視し、適切な学級整備を行うことが必要

です。 

また、児童・生徒の学習意欲や学力等の向上を図るため、文部科学省のＧＩＧＡ

スクール構想に基づき、児童・生徒一人につき一台のタブレット型情報端末と、高

速大容量の高速ネットワークの一体的な整備を行いました。こうした状況は教育環

境の大幅な向上があったと評価しています。今後、児童・生徒の特性に応じたＩＣ

Ｔの活用や指導の充実を図る必要があります。 

 

平成３０年度 令和３年度（見込み） 

◎多様な学びの場や機会の充実、発達障害教育の推進 

○小学校「特別支援教室」の運営 

・教室環境・教材等の整備・充実 

・拠点校の整備・充実 

  ２校（計２０校） 

 

 ○中学校「特別支援教室」の導入・ 

運営 

・導入に向けた検討・整備 

○自閉症・情緒障害特別支援学級 

（固定学級）の設置・運営 

・開設に向けた検討 

 

○興味・関心事や才能を活かした教育 

に関する研究・実施 

・支援に関する情報収集・調査・ 

研究 

○小学校「特別支援教室」の運営 

・利用児童数の増加等を踏まえた適

切な対応 

・拠点校の増設 

  ５校（計２５校） 

 ○中学校「特別支援教室」の導入・ 

運営 

・全校導入 

○自閉症・情緒障害特別支援学級 

（固定学級）の設置・運営 

・学級の開設 

小学校２校、中学校１校 

○興味・関心事や才能を活かした教育 

に関する研究・実施 

・研究・検討を踏まえた実施 

 ０回 

*新型コロナウイルスの感染拡大に 

よる中止 

◎教材・教具の整備 

○タブレット型情報端末の整備 

 

・特別支援学級 ５２台 

・特別支援教室 １２台 計６４台 

○「ＧＩＧＡスクール構想」に基づく 

タブレット型情報端末の整備 

・児童・生徒 一人一台 

 

 

 

16



- 7 - 

 

（参考）「特別支援教室」利用児童・生徒数の推移 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

小学校 ９０９人 １，１０９人 １，３４０人 １，４２５人 

中学校 ２０８人 ２３１人 ２５９人 ２９５人 

 

（３）特別支援教育の指導の充実における主な取組み 

配慮を必要とする子どもたち一人一人の教育的ニーズに対応するため、各種研修

の実施や教育研究活動の実施を通じて、教職員の専門性の向上に取り組みました。 

配慮を必要とする子どもの状況は複雑化・多様化しており、教員の資質や専門性

の向上が重要であることから、次期計画においては、教育総合センターにおける「学

校支援・教員等支援の強化」に位置付け、さらなる充実を図ります。 

 

平成３０年度 令和３年度（見込み） 

◎教員の資質・専門性の向上 

○教員研修の実施 

・特別支援教育コーディネーター 

研修 

・特別支援学級担当教員研修 

・初任者等（１年次）研修 

 ○教育研究活動の実施 

  ・教育研究会活動の実施 

○専門性向上プロジェクトの実施 

  ・区立学校への成果普及 

○教員研修の実施 

・子ども学び支援研修 

・夏季教育課題研修 

・初任者等（１年次）研修 

・中堅教諭等資質向上研修 

 

 

○専門性向上プロジェクトの実施 

  ・各学級における指導の充実 

 

（４）共生社会に向けた教育の推進における主な取組み内容 

人権教育や道徳教育を全校で実施し、共生社会の形成に向けた障害者理解教育を

推進しました。「交流及び共同学習」や「副籍交流」については、新型コロナウイル

スの感染拡大の影響により、中止や休止したこともありましたが、可能な範囲で相

互の理解を深められるよう取り組みました。次期計画においても、誰もが互いの個

性を尊重し、多様なあり方を認め合えるよう、障害者理解教育の充実を図る必要が

あります。 

 

平成３０年度 令和３年度（見込み） 

◎障害者理解教育の推進 

○人権や多様な個性を尊重する教育 

・人権教育の実施 

・道徳教育の実施 

・オリンピック・パラリンピック 

○人権や多様な個性を尊重する教育 

・人権尊重教育推進校：３校 

・オリンピック・パラリンピック 

推進校 全校実施 
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を契機とした学習や体験の 

検討・実施 

○出前型啓発事業 

 ・肢体不自由疑似体験、障害者差別 

解消法などの授業の実施 

１校 

○交流及び共同学習等の充実 

・オリンピック・パラリンピックを 

契機とした交流活動の実施 

・交流及び共同学習の実施 

・副籍制度による交流活動の実施 

○保護者や学校関係者への理解啓発 

 ・リーフレットの検討 

・ＰＴＡ・家庭教育学級との連携 

に向けた検討 

 

 

○出前型啓発事業 

 ・肢体不自由疑似体験、障害者差別 

解消法などの授業の実施 

４校 

○交流及び共同学習等の充実 

 

 

*新型コロナウイルスの感染拡大に 

よる一部自粛あり 

○保護者や学校関係者への理解啓発 

・ふれあいの教育（就学相談用） 

 ・「特別支援教室」リーフレット 

 

（５）総合的な評価 

第２期計画においては、施策体系に基づく総合的な取組みを通じて、次のような

成果を上げることができたことから、世田谷区におけるインクルーシブ教育が一歩

前進し、学校の包摂性を高めることができたと考えております。 

 

①個に応じた教育環境（ハード面とソフト面）の充実 

看護師配置による医療的ケア児への支援、学校生活サポーター（支援要員）の充

実、全小・中学校における「特別支援教室」の実施、自閉症・情緒障害特別支援

学級の設置、タブレット型情報端末の整備（一人一台） 

②特別支援教育に関する専門性や障害者理解に関する意識の向上 

専門チーム（特別支援教育巡回グループ等）による指導・助言、教職員研修及び

教育研究活動を通じた専門性の向上、オリンピック・パラリンピックを契機とし

た学習や体験の実施 
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（６）第２期計画から調整計画へ引継ぐ内容 

 

①特別支援教育推進体制の充実 

第２期計画においても「障害者の権利のための条約」で定める「インクルーシブ

教育」の理念を踏まえ、通常の学級及び特別支援学級における人的支援の拡充を行

っていますが、配慮を必要とする児童・生徒の増加により、人的支援のニーズは依

然として高い状況にあります。 

 

②教職員の専門性の向上 

障害のある子どもや、医療の進歩により医療的ケアを受けながら日常生活を送る

子どもなど、複雑化・多様化しており、特別支援教育に関する教職員の専門性向上

が必要です。 

学校組織や教職員だけでは対応することが難しくなっている状況もあるため、外

部からの専門的な指導・助言の強化が求められています。 

 

③医療的ケア児及びその家族に対する支援 

区立学校に在籍する医療的ケア児の増加に伴う看護師の確保や、通学や校外学習

における移動手段の確保が課題となっています。また、医療的ケア児が長期入院等

で通学が困難な際にも、学習機会や担任、児童・生徒とのコミュニケーションが確

保されるよう、遠隔授業の充実に向け検討する必要もあります。  

 

④個に応じた教育環境の充実 

配慮を必要とする子どもたちが、一人一人の能力や可能性を伸長できるよう、児

童・生徒の増加や、障害の種別、学級形態、地域的なバランス等に配慮しながら、

特別支援学級等を整備していく必要があります。また、文部科学省のＧＩＧＡスク

ール構想に基づき、児童・生徒一人につき一台のタブレット型情報端末と、高速大

容量の高速ネットワークの一体的な整備を行いました。今後、児童・生徒の特性に

応じた活用方法や指導の充実が求められています。 

 

⑤障害者理解教育の充実 

共生社会の形成に向けた障害者理解教育では、人権教育や道徳教育の実施、「交 

流及び共同学習」や「副籍交流」などを行い、相互の理解を深められるよう取り組

んでいますが、今後も充実を図る必要があります。 
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（１）教育総合センター開設の背景 

急速な社会の変化が、人々を取り巻く環境を大きく変え、一人一人の生活を質的

にも変化させています。新しい時代を生きる子どもたちに必要な資質・能力を育む

ことが重要です。 

一方で子どもたちにも深刻な問題が生じています。配慮を要する子どもたちや、

いじめ、虐待、不登校など困難さを抱える子どもたちの増加に対して、支援体制を

整えることが求められています。 

公立私立を問わない幼稚園・保育所等の就学前の時期から中学校卒業までのすべ

ての子どもたちの教育・保育・質の向上を図り、切れ目のない継続的な支援が必要

です。 

最も重要なのは、教育の質の転換を担う教員の人材育成です。複雑化する教育課

題を学校や園だけで解決することは困難であり、学校・園の現場を様々な視点から

支える体制の構築が重要です。外部の専門家のアドバイスやサポートを受け、広く

社会とつながり、学校や企業、地域の力などを最大限に活用することが求められま

す。 

教育総合センターは、これらの取組みの基盤となるものです。予測できない社会

を生きる子どもたちに、いかに社会が変化しようとも主体的にその変化に向き合い、

一人一人が自分の可能性を信じ夢や希望をもちたくましく生きてほしいという願い

のもと、子ども支援、保護者支援、教員支援の機能をもつ「学びのステーション」

として令和３年１２月に開設しています。 

 

（２）教育総合センターの運営方針 

①教育の質の転換 

世田谷の教育を就学前から小・中学校を通じて、「子どもたち一人一人が課題を

見つけ協働して解決を目指す探究的な学び」へと転換させます。 

②誰一人置き去りにしない教育の推進 

子どもたち一人一人の個性や特性を尊重し、インクルーシブ教育を推進します。

学習の進み方に課題のある子ども、高い学習意欲をもつ子ども、不登校の子ども

など一人一人に応じた学びを提供します。 

また、多様性への理解を深める心を育み、地域や世界の中で共生する力を育て

ます。 

③学びを支える環境の整備 

多様な未来の社会を生きる子どもたちの創造力を培うため、ＩＣＴ環境の整備

や専門人材の配置など、学びを支える環境を整備します。 

子どもたちの学習環境を充実させるとともに、教員の資質向上を支援し、質の

高い教育を実施する環境を整備します。 

 

第３章 教育総合センターを拠点とした取組み 
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（３）教育総合センターの新たな機能 

世田谷の教育を新しい時代に必要な教育へと転換していくための取り組みを展開

します。 

①学校支援・教員等支援の強化 

・世田谷型の「探究的な学習」研修プログラムの実施 

・教育のＩＣＴ化を推進する人材の育成 

・国際理解教育を推進する人材の育成 

・教員が必要とする支援の実施 

・困っている教員等への支援体制の強化（専用窓口の新設） 

②子ども支援・教育相談・個別支援の強化 

・様々な相談に総合的に対応する途切れのない支援 

・配慮が必要な児童・生徒への学習環境等の充実 

・子ども一人一人の教育ニーズに応じた専門的対応の強化 

③乳幼児期の教育・保育の支援の強化・拡充 

・乳幼児期の教育・保育の充実・発展 

・乳幼児の資質・能力を伸ばす環境づくり 

・家庭の教育力向上等に向けた支援の強化 

④地域・社会との連携の強化 

・地域人材による学校支援の仕組みづくり 

・大学や企業等との協同事業の展開 

・多くの人が利用しやすい空間づくり（広場、交流スペース等） 

⑤教育課題の研究体制の強化 

・様々な教育課題の研究機能を集約（拡充） 

・大学・企業・政策研究部門と連携した教育課題の解決（新規） 

 

（４）インクルーシブ教育推進の拠点 

第２章において第２期計画を振り返りましたが、なおも課題があります。 

今後、教育総合センターをインクルーシブ教育推進の拠点と位置づけ、大学や企

業、政策研究部門と連携した教育課題の研究を実施し、それらの成果・普及を通じ

てインクルーシブ教育を実践する知識やスキルを有する教職員の育成を図ります。 

また、様々な相談に総合的に対応する切れ目のない支援や、専門チームによる支

援の充実を図り、子ども一人一人の特性に応じた支援の強化に向け取り組みます。 

教育総合センターの活動を通じて得られる専門的な知識や情報を十分に生かすと

ともに、研究・研修部門と子ども・保護者支援を行う部門が相互に連携し、一体と

なって取り組むことが重要です。 

誰一人置き去りにされることなく全ての子どもたちが共に学び共に育ち、生き生

きと充実した学校生活を送ることができるよう、教育総合センターの機能を十分に

発揮し、どの子どもも等しく認められ尊重されるインクルーシブ教育を推進します。 
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インクルーシブ教育推進の拠点としての取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員研修 

専門性の向上 

学校・幼稚園・保育園 

校内委員会（特別支援教育コーディネーター） 

教育総合センター 

 

学校支援・教員等支援の強化 

 

〇授業事例や教材資料のデータ 

ベース化 

〇教員等への支援体制の強化 

〇専門チームによる支援 

ⅰ特別支援教育巡回グループ 

 ⅱ教育支援グループ 

 ⅲ不登校支援グループ 

             等 

子ども支援・教育相談・ 

個別支援の強化 

〇就園相談や就学相談など就学前

から卒業後までの切れ目のない

支援 

〇総合的な教育相談の拠点づくり 

〇専門チームによる支援（再掲） 

              等 

共
有
・
連
携 

教育課題の研究・研修 

大学、企業、区長部局（政策研究部門）と 

連携した教育課題の解決 

通常の学級 特別支援 
教室 

（発達 
障害等） 

特別支援学級 
固定（知的、肢体、 

自閉症・情緒） 
通級（難聴、言語、弱視） 

教育相談室 
スクールカウンセラー 

幼稚園 

保育園 

課題 

ノウハウ 

乳幼児期の教育・保育の 

支援の強化・拡充 

地域・社会との 

連携の強化 

共有・連携 

課題、ノウハウ、成果 

 

学
校
支
援
・
教
員
支
援 

 

個
に
応
じ
た
支
援 
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世田谷区では、平成２６年３月に策定した「第２次世田谷区教育ビジョン」におい

て、「ニーズに応じた特別支援教育の推進」を今後１０年間の重点事業に位置づけてい

ます。 

さらには、同年の「障害者の権利のための条約」発効や平成２８年４月の「障害者

差別解消法」施行など、特別支援教育を取り巻く環境の変化に的確に対応していくた

め、平成２７年３月に「世田谷区における特別支援教育の今後の推進のあり方」とし

て、１０年程度を見据えた方針をとりまとめました。 

  特別支援教育推進計画は、「世田谷区における特別支援教育の今後の推進のあり方」

で定めた「考え方」や目指すべき「取組みの方向」の実現に向けた具体的な行動計画

です。本計画は令和４年度から令和５年度までの２年間にわたる、区立小・中学校・

幼稚園における事業活動について規定するものです。 

  次の諸計画等との調和や整合性が保たれた計画とします。 

①世田谷区の計画等 

○ 第２次世田谷区教育ビジョン・調整計画 

○ 世田谷区教育総合センター運営計画 

○ 世田谷区不登校対策アクションプラン・調整計画 

○ 世田谷区基本計画及び世田谷区未来つながるプラン 

○ せたがやノーマライゼーションプラン 

○ 世田谷区発達障害支援基本方針 

②東京都の計画 

○ 東京都特別支援教育推進計画（第２期）・第２次実施計画 

③その他法令等 

○ 障害者基本法 

○ 障害者差別解消法 

○ 共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支 

援教育の推進（報告）〔中央教育審議会 特別支援教育の在り方に関する特 

別委員会 初等中等教育分科会〕 

〇 令和の日本型学校教育の構築を目指して（報告）〔中央教育審議会〕 

 

第４章 計画の位置づけ及び計画期間 
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■ 計画期間 

平成 平成 平成 平成 令和 令和 令和 令和 令和
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度
２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年

第２次世田谷区教育ビジョン

世田谷区基本計画

令和 令和
６年度 ７年度～
２０２４年 ２０２５年～

次期基本計画
（令和６年度～）

第１期行動計画 第２期行動計画 調整計画

世田谷区における特別支援教育の今後の推進のあり方（平成２７年度～）

「
障
害
者
差
別
解
消
法
施
行
を

踏
ま
え
た
検
討

世田谷区特別支援
教育推進計画

（第１期）

調整計画～リーディン
グ事業中心

世田谷区特別支援教育推進計画（第２期） 調整計画

世田谷区新実施計画 世田谷区新実施計画
世田谷区未来
つながるプラン

統合

せたがやノーマライゼーションプラン（世田谷区障害者計画）

世田谷区障害福祉計画 世田谷区障害福祉計画

世田谷区発達障害支援基本計画
世田谷区
発達障害児
支援基本計画

・世田谷区障害福祉計画

・せたがやノーマライゼーションプラン

（世田谷区障害者計画）

次期教育ビジョン・

行動計画

（令和６年度～）

次期実施計画

（令和６年度～）

「障害者差別解消法」施行

 

 

■ 計画の位置づけ（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

世田谷区における特別支援教育の今後の推進のあり方 

世田谷区基本計画・世田谷区未来つながるプラン・公共施設等総合管理計画 

連携 
整合 

世田谷区特別支援教育推進計画 

第２次世田谷区教育ビジョン・調整計画 

世田谷区基本構想 

世田谷区発達障害 
支援基本方針 

せたがやノーマライゼーション 

プラン・世田谷区障害福祉計画 

区の個別計画 

連携・整合 

教育関連計画・方針 

世田谷区不登校支援対策アクションプラン 

世田谷区教育総合センター運営計画 
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（１）本計画における対象 

  支援の対象を想定する上で重要な視点は、「障害」があるかないかではなく、その

特性によって学校生活上の困難が生じているかどうかということになります。 

このことから、本計画では、支援の対象を「障害の特性によって生活上の困難が生

じている子ども」とし、本文中においては、「配慮を要する子ども」又は「配慮を要す

る児童・生徒」と表記しています。 

 

（２）インクルーシブ教育を支える体制の推進 

  世田谷区では、平成２７年３月に「せたがやノーマライゼーションプラン」を策定

し、「障害の有無に関わらず、誰もが住み慣れた地域で自分らしい生活を安心して継

続できる社会の実現」という基本理念に基づき、様々な施策を推進しています。この

ような共生社会の形成に向けては、次世代を担う子どもたちに対し、障害者理解を深

められるような取組みを進めていく必要があります。普段から地域に障害のある人が

いるということが認知され、障害のある人と周囲の人々との相互理解を深めていくこ

とも重要です。 

平成２６年３月に策定した「第２次世田谷区教育ビジョン」では、「地域とともに

子どもを育てる教育の推進」、「これからの社会を生き抜く力の育成」、「生涯を通じた

学びの充実」という３つの基本方針を定めています。中でも、インクルーシブ教育を

支える体制の推進にあたっては、３つの基本方針の一つである、「地域とともに子ど

もを育てる教育の推進」に基づき、進めていくことが特に大切であると考えます。ま

た、世田谷区における医療や福祉等の社会資源を活用し、教育と医療、福祉等の関係

機関と連携して、支援の更なる充実を図ります。 

 

世田谷区では、教員の研究や研修、教育相談、不登校対策、幼児教育の推進などを

主な機能とし、小・中学校と幼稚園・保育所等を積極的に支援する「学校教育の総合

的バックアップセンター」として、「世田谷区教育総合センター」が令和３年１２月

に開設しました。 

誰一人置き去りにされることなく全ての子どもたちが共に学び共に育ち、生き生き

と充実した学校生活を送ることができるよう、教育総合センターを拠点とし、教員の

専門性向上と人材育成、専門チームによる支援の強化、教育環境の整備、障害理解教

育の推進などに取り組み、どの子どもも等しく認められ尊重されるインクルーシブ教

育を推進します。 

 

第５章 調整計画の内容 
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（３）調整計画の体系 

大項目 中項目 小項目 

Ⅰ 

 

特別支援 

教育の推進 

体制の充実 

〔１〕 

学校（園）における

支援体制の充実 

①特別支援教育コーディネーター機能の充実 

〔２〕 

切れ目のない 

一貫した支援 

①専門チームによる学校支援   【重】【新】【セ】 

②就学前から卒業後までの途切れのない支援 【セ】 

③医療的ケア児及びその家族に対する支援の充実【重】【拡】 

④教育に関する相談を総合的に受ける 

相談体制の構築        【重】【新】【セ】 

⑤支援情報の引継ぎ、活用促進       【セ】 

⑥関係機関との連携や保護者支援の充実     【セ】 

〔３〕 

通常の学級に 

おける 

人的支援 

①学校包括支援員の配置 

②非常勤講師（教科の補充指導）の配置 

③学校生活サポーターの充実     【重】【拡】 

④大学生ボランティアの充実 

⑤幼稚園介助員の充実 

⑥新たな人材の養成       【重】【新】【セ】 

〔４〕 

特別支援学級 

における 

人的支援 

①特別支援学級支援員の配置 

②学校生活サポーターの充実 

③新たな人材の養成（再掲）   【重】【新】【セ】 

Ⅱ 

 

個に応じた

教育環境の

充実 

〔５〕 

多様な学びの 

場や機会の充実 

①ＩＣＴを活用した学びや支援の充実 【重】【拡】【セ】 

②興味・関心事や才能を活かした教育に関する 

研究・実施 

③特別支援学級等の整備 

Ⅲ 

 

特別支援 

教育の 

指導の充実 

〔６〕 

教員の資質・ 

専門性の向上 

①教員研修の実施        【重】【拡】【セ】 

②教育研究活動（教材開発・研究を含む）の実施 

【重】【拡】【セ】 

③特別支援学校との連携 

④学識経験者事業の実施 

Ⅳ 

 

共生社会に 

向けた 

教育の推進 

〔７〕 

障害者理解 

教育の推進 

①人権や多様な個性を尊重する教育 

②交流及び共同学習等の充実 

凡例……【重】：重点事業 【新】：新規事業 【拡】：拡充事業 【セ】教育総合センターの機能 
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（４）具体的な取組み内容 

 

Ⅰ 特別支援教育の推進体制の充実 

 

〔１〕学校（園）における支援体制の充実 

 

＜現状及び課題＞ 

世田谷区では、配慮を要する児童・生徒に適切な教育や支援を行うことを目的に、

区立小・中学校に校内委員会を設置するなど、学校内での特別支援教育の推進体制を

整備してきました。 

校内委員会は、学校長の指導・指示のもと、特別支援教育コーディネーターの教員

が調整役となり、副校長、学級担任、教務主任、生活指導主任、進路指導主任、教育

相談主任、養護教諭、特別支援学級の担任、スクールカウンセラーなどが各校の状況

や児童・生徒の状況に応じて構成員となります。校内委員会では、児童・生徒の状態

の把握や支援の計画づくり、校内研修の実施、外部機関との連携などに取り組んでい

ます。 

世田谷区では、平成１９年度の特別支援教育導入以降、特別支援教育コーディネー

ターの基本的な役割は、「校内委員会の運営」及び「校外アドバイザー等関係機関との

連携」と位置づけており、校内体制の要として重要な役割を担っています。 

都立特別支援学校では、専任の特別支援教育コーディネーターがいますが、区立学

校においては学級担任や養護教諭が兼任しており、学校包括支援員の配置調整や人材

育成等の業務量が増加しています。また、「特別支援教室」の全校導入に伴い特別支援

教室専門員の活用などの業務も増大しています。 

小学校においては上記業務に加え、「特別支援教室」の就学相談業務の一部を行って

いることから、特別支援教育コーディネーターの業務を代替できる非常勤講師等を週

に２時間配置し、児童の行動観察など授業時間中にしかできない業務を行えるよう環

境整備に取り組むとともに、組織的な支援の強化を図っています。 

また、校内の特別支援教育体制を強化する必要があるため、特別支援教育コーディ

ネーターを複数指名する学校が増加しています。 

 

＜取組み内容＞ 

配慮を要する子どもが学校で過ごしやすくなるよう、各校において様々な環境調整

に取り組んでいます。創意工夫によって学習に取り組みやすくなったり、家庭や関係

機関との連携によって安定した学校生活を送れるようになったりした事例を共有でき

るよう、特別支援教育コーディネーター連絡会を開催し、その資質や専門性の向上に

向け取り組みます。 

また、特別支援教育コーディネーターが果たすべき役割は重要であることから、今

後も特別支援教育コーディネーターが活動しやすい環境づくりに取り組みます。 
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◇年次別計画 

 令和４年度 令和５年度 

特別支援教育コーディネ

ーター機能の充実 

連絡会の実施と効果検証 連絡会の課題改善・実施 

活動環境整備のための代

替講師・看護師の配置 

（小学校） 

活動環境整備のための代
替講師・看護師の配置 
（小学校） 
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〔２〕切れ目のない一貫した支援 

 

＜現状及び課題＞ 

発達障害をはじめとする障害のある児童・生徒や、医療の進歩により医療的ケアを

受けながら日常生活を送る児童・生徒など、配慮を必要とする児童・生徒の状況は複

雑化・多様化しており、学校や教員だけでは対応することが難しい事案が増えていま

す。このような状況を踏まえ、校外から支援する体制の充実を図るため、令和２年度

より特別支援教育巡回グループ（教育職１人、臨床心理士１人）を発足し、配慮を必

要とする児童・生徒に関する様々な相談を受けとめ、支援や助言を行っています。 

 

支援が必要な児童にとって、入学当初の支援が重要であるため、幼稚園・保育所等

の就学前機関や小学校からの情報を引継ぎ、切れ目のない支援を提供することが必要

です。また、発達障害等の傾向がある生徒も含め、中学校から高等学校等へ進学する

際も情報を引き継ぎ、支援を継続していく必要があります。幼稚園・保育所等の就学

前機関における子どもの様子や支援の方法を、区立小学校等へ円滑に引継ぐため、「就

学支援シート」の取組みを推進しています。第２期計画においては、「就学支援シート」

の電子化を行い、保護者や関係機関の利便性向上に取り組みました。また、就学相談

の過程で得られる様々な情報を学校へ引き継ぎ、学校生活における指導や支援に生か

していくため、保護者の同意を得ながら「就学支援ファイル」の普及・促進に努めて

います。学校においては、配慮を要する子どもに関する支援の連続性が途切れること

のないようにするため、学校生活支援シート（個別の教育支援計画）や個別指導計画

による引継ぎを実施しています。保護者からは、個別指導計画を作成しても十分に活

用されていなかったり、１年間見直しが図られていなかったりするなどの声が寄せら

れています。学期ごとに、良くなった点や悪かった点を、子どもや保護者が同席し、

修正するような振り返りの場を設定することが必要です。 

 

世田谷区には、医療や福祉等の関係機関の社会資源があります。配慮を要する児童・

生徒の状態について、関係機関からの助言やサポートを受けて、その特性や行動の意

味を理解して対応することが重要になっています。 

また、適切な支援を実施するために、校内委員会等で確認した内容を踏まえ、学校

と関係機関が適切に連携していく必要があります。 

関係機関との連携にあたっては、保護者との連携も重要です。保護者の心理状態を

よく理解した上で、保護者が周囲から孤立しないよう、長期的できめ細かな支援が必

要です。特別支援学級の保護者会では、学校生活の悩みや進路の不安等を互いに相談

しています。教育と福祉との連携においては、放課後等デイサービスを利用している

児童・生徒が増加しています。学校と放課後等デイサービスが計画的に連携していく

必要があります。配慮を要する子どもの中には、不登校やひきこもりといった状態に

なり、メルクマールせたがやを利用しているケースもありますが、学校との連携が課

題となっています。 
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区立学校に在籍する医療的ケア児の増加に伴う看護師の確保や、校外学習における

移動手段の確保が課題となっています。また、医療的ケア児が長期入院等で通学が困

難な際にも、学習機会や担任、児童・生徒とのコミュニケーションが確保されるよう、

遠隔授業の充実に向け検討する必要もあります。令和３年６月に、医療的ケア児支援

法が成立しました。法の理念を踏まえ、医療的ケア児の増加に対し、適切に対応して

いく必要があります。 

 

 

＜取組み内容＞ 

学校や保護者等から寄せられる相談件数の増加や、相談内容の複雑化・多様化を踏

まえ、就学後も専門的な視点で継続的に見守り、子どもや学校を支援する特別支援教

育巡回グループの運営を通じて、学校や児童・生徒、保護者に対する総合的な支援を

行います。また、特別支援教育巡回グループは、いじめなどの様々な学校課題に関す

る専門的な支援を行う教育支援グループや不登校支援グループと連携し、課題解決を

図ります。（イメージ図１・２２ページ参照） 

障害のある子どもやいじめ、不登校などの課題には、学校の教員だけでなく、専門

人材の関与が必要不可欠です。子どもや家庭の抱える課題は様々な要素が関連するこ

とから、福祉部門等の専門職のノウハウを必要とするケースもあります。そのため、

事案に応じて、教育、心理、福祉などの複数の専門職種が参加するケース会議を開催

し、より広い視点から課題の解決にあたります。 

 

就園相談や就学相談（入学、進学、転学、通級、特別支援教育など）など就学前か

らの様々な相談に対応し、一貫した途切れのない支援を福祉部門と連携して行います。

また、発達、就学、進路などの不安や悩みについて、いつでも相談ができる環境づく

りに福祉部門などと連携して取り組みます。 

 

医療的ケア児及びその家族に対する支援に当たっては、保護者、医療機関及び就学

前機関と密接な連携を図るなど、切れ目のない相談体制の充実に向け取り組みます。

また、区立幼稚園における医療的ケア児も含めた看護師の配置の拡充や訪問看護ステ

ーションとの連携を通じて、医療的ケアを行う人材の確保に努めるともに、校外学習

における移動手段の確保や通学が困難な際の遠隔授業の充実に向け検討するなど、学

校における支援体制の充実を図ります。 

 

特別支援教育や不登校、いじめなど様々な相談に対応するとともに、学校や専門チ

ームと連携して多様で複雑な課題が深刻化する前に解決できるよう総合的な相談体制

を構築します。（イメージ図２・２３ページ参照） 
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「就学支援シート」及び「就学支援ファイル」による引継ぎの普及と活用状況の把

握を行い、切れ目のない支援の充実を図ります。また、「個別指導計画」及び「学校生

活支援シート（個別の教育支援計画）」による引き継ぎの普及と活用状況を把握し、切

れ目のない支援の充実を図ります。保護者の同意を得たうえで進学先等との情報共有

を進めることや、保護者の参画による引継ぎ会の実施などの普及・促進に取り組みま

す。 

 

様々な相談内容を継続的に蓄積し、教育総合センターの相談部門や支援部門が情報

を共有していくことで、配慮が必要な子どもたちがより適切な対応や支援につながる

ことができるよう情報共有システムを運用します。 

 

児童相談所や発達障害相談・療育センター「げんき」、放課後等デイサービス、メル

クマールせたがやなどの関係機関と、学校生活支援シートの共有やケース会議の開催

などの連携を通じて、支援の更なる充実を図ります。様々な要因により、解決が困難

な事案については、学校と専門チーム、関係機関との連携により、課題解決に向け取

り組みます。 

また、保護者同士が日頃の悩みを話し合ったり、情報交換する機会を設けることは

保護者支援につながるため、特別支援学級や特別支援教室における保護者会が広まる

よう、学校へ周知していきます。 

 

◇年次別計画 

 令和４年度 令和５年度 

①専門チームによる学校

支援 

・特別支援教育巡回グル

ープの効果検証 

・特別支援教育巡回グル

ープと教育支援グルー

プ・不登校支援グルー

プとの連携、課題改善 

・専門職種によるケース

会議による課題解決の

ための手立ての検証・

改善 

・特別支援教育巡回グル

ープによる支援の充実 

・特別支援教育巡回グル

ープ、教育支援グルー

プ及び不登校支援グル

ープによる支援の充実 

・課題解決のためのさら

なる方法の検討・実践 

②就学前から卒業後まで

の途切れのない支援 

・相談内容や支援内容の

分析結果に基づく教育

相談の充実のための施

策の実施 

・福祉部門と連携した卒

業後の継続的なフォロ

ーの実施 

・途切れのない支援のた

めのさらなる施策の検

討 

 

・福祉部門と連携した卒

業後の継続的なフォロ

ーの充実 
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③医療的ケア児及びその

家族に対する支援の充

実 

・医療的ケア児の増加に

応じた学校医療的ケア

看護師等の適切な配置 

・校外学習における配慮

方法の情報蓄積 

・遠隔授業の実施及び課

題改善 

・幼稚園、保育園及び小

学校との連携による切

れ目のない支援の実施

及び課題改善 

・中学校卒業後の進学先

等への引継ぎ方法の検

討 

・医療的ケア児の増加に

応じた学校医療的ケア

看護師等の適切な配置 

・校外学習における支援

の充実 

・遠隔授業の充実 

 

・幼稚園、保育園及び小

学校との連携による切

れ目のない支援の充実 

 

・検討を踏まえた切れ目

のない支援の充実 

④教育に関する相談を総

合的に受ける相談体制

の構築 

・総合教育相談窓口によ

る相談の運用・検証 

・相談窓口のあり方の検

討・新たな手法の検討 

⑤支援情報の引継ぎ、活

用促進 

・「就学支援シート」によ

る引継ぎの普及と活用

状況の把握 

・「就学支援ファイル」に

よる引き継ぎの実施と

活用状況の把握 

・「個別指導計画」及び「学

校生活支援シート（個

別の教育支援計画）」に

よる引き継ぎの普及と

活用状況の把握 

・情報共有システムの運

用・検証 

・「就学支援シート」によ

る引継ぎの普及と支援

の充実 

・「就学支援ファイル」に

よる引き継ぎの実施と

支援の充実 

・「個別指導計画」及び「学

校生活支援シート（個

別の教育支援計画）」に

よる引き継ぎの普及と

支援の充実 

・情報共有システムの改

善・運用 

⑥関係機関との連携や 

保護者支援の充実 

・医療、福祉との連携及

び課題改善 

・特別支援学級や特別支

援教室における保護者

会の開催促進等による

保護者支援の充実 

・医療、福祉との連携及

び課題改善 

・特別支援学級や特別支

援教室における保護者

会の開催促進等による

保護者支援の充実 
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《イメージ図２》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就園・就学に関する相談窓口 

いじめ・不登校に関する相談窓口 

特別支援教育の相談窓口 

 

総合教育相談窓口 

（教育に関する様々な 

相談に対応） 

・就園・就学に関する相談 

・いじめ・不登校に関する相談 

・特別支援教育の相談 ほか 

教育支援 

グループ 

特別支援 

教育巡回 

グループ 

不登校 

支援 

グループ 

ⅰ 特別支援教育巡回グループ（教育職、臨床心理士） 

各学校を巡回し、配慮を必要とする子どもたち一

人一人のニーズに合わせた学びや支援が行われる

よう教員等に必要なアドバイスを行います。 

ⅱ 教育支援グループ 

（弁護士、精神科医、臨床心理士） 

いじめなどの様々な学校課題に関する専門的な支

援を行うとともに、いじめへの対応の検証の中心と

なり、課題の把握や改善の検討などを行います。 

ⅲ 不登校支援グループ 

（臨床心理士、スクールソーシャルワーカー） 

不登校の児童・生徒の増加傾向を踏まえ、新たに

不登校支援グループを設置します。不登校支援グル

ープは、困難事例への対応を支援するほか、不登校

の原因分析や対応策の検討を行います。 
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〔３〕通常の学級における人的支援 

 

＜現状及び課題＞ 

世田谷区では、配慮を要する児童・生徒が在籍する通常の学級への支援として、安

全配慮や生活指導上の支援を行う学校包括支援員を学校に配置しています。区立小・

中学校１校につき１人の学校包括支援員を配置することに加え、平成３０年度からは

大規模校５校に対し、学校包括支援員を２人配置としました。学び舎内の小・中学校

の連携も継続し、配慮を要する児童・生徒に対する支援の充実を図っていますが、宿

泊行事の時に、学校包括支援員一人では、体制として十分でない時があります。 

個別に学習指導をする非常勤講師を学校に派遣しています。教科の補充指導により、

児童・生徒の学習意欲や自己肯定感の向上などにつながっています。 

また、区立幼稚園・認定こども園において、担任の指導・指示のもと、配慮を要す

る幼児の安全面の確保やコミュニケーションを仲介する介助員を配置しています。 

教職員や学校包括支援員だけでは支援が不足する場合は、支援要員（臨時職員）を

配置していましたが、会計年度任用職員制度の導入に伴い、令和２年度から学校生活

サポーターへ移行しています。学校生活サポーターの安定的な確保が困難であり、支

援にあたっては複数人で対応しなければならないことが多いため、一貫した対応が難

しい状況にあります。 

学校からは、学校包括支援員や学校生活サポーターの専門性向上を望む声が多くあ

り、人材育成の充実を図る必要があります。 

大学生ボランティアについては減少傾向にありますが、一部のボランティアについ

ては、大学院生になった後も継続して支援を行っている事例もあります。また、教員

志望の大学生が新型コロナウイルスの感染拡大により、障害者施設や介護施設での実

習ができない状況を踏まえ、区内大学と連携し区立学校で実習の受け入れを行いまし

た。 

障害のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶ仕組みなどのインクルーシブ教育

の推進に向け、人的支援体制は必要不可欠なものとなっています。「障害者の権利のた

めの条約」で定める「インクルーシブ教育」の理念を踏まえ、通常の学級における人

的支援の拡充を行っていますが、配慮を必要とする児童・生徒の増加により、人的支

援のニーズは依然として高い状況にあります。 

 

＜取組み内容＞ 

学校包括支援員及び学校生活サポーターに対する研修を実施し、支援の充実に向け

取り組みます。学校生活サポーターの人材確保については、引き続き区のホームペー

ジ、区立施設、大学での広報を行います。また、配慮を要する児童・生徒の支援の担

い手となる新たな人材の養成方法について検討し、人材確保の充実を図ります。 

非常勤講師による教科の補充指導においては、配慮を要する児童・生徒一人一人の

特性を踏まえ、タブレット型情報端末を活用した指導の促進を図るとともに、非常勤

講師と在籍学級担任等の間で、児童・生徒の学習状況に関する情報を共有し支援の充

34



- 25 - 

 

実を図ります。 

大学院生の協力依頼を積極的に行うなど、大学生ボランティアの充実に向け取り組

みます。 

 

◇年次別計画 

 令和４年度 令和５年度 

①学校包括支援員の配置 

・学校包括支援員の配置 

・専門性の向上につなが

る研修の実施及び効果

検証 

・学校包括支援員の配置 

・効果検証を踏まえた研

修の実施 

②非常勤講師（教科の補

充指導）の配置 

・非常勤講師（教科の補

充指導）の配置 

・タブレット型情報端末

の活用した指導の促進

及び課題の把握 

・非常勤講師（教科の補

充指導）の配置 

・タブレット型情報端末

を活用した指導の課題

改善 

③学校生活サポーターの

充実 

・学校生活サポーターの

充実 

・専門性の向上につなが

る研修の実施及び効果

検証 

・学校生活サポーターの

充実 

・効果検証を踏まえた研

修の実施 

④大学生ボランティアの

充実 

・大学生ボランティアの

充実 

・大学院生との連携及び

効果検証 

・大学生ボランティアの

充実 

・大学院生との連携強化 

⑤幼稚園介助員の充実 

・幼稚園介助員の充実 

・専門性の向上につなが

る研修の実施及び効果

検証 

・幼稚園介助員の充実 

・効果検証を踏まえた研

修の実施 

⑥新たな人材の養成 

・新たな支援の担い手と

なる人材の養成方法の

検討 

・検討を踏まえた取組み 
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〔４〕特別支援学級における人的支援 

 

＜現状及び課題＞ 

特別支援学級には、固定学級と通級指導学級があり、世田谷区では、小・中学校に

知的障害、肢体不自由及び自閉症・情緒障害の固定学級を設置しています。 

特別支援学級（固定学級）は児童・生徒８人で１学級とし、学級担任に加え、担任

の指導の下に児童・生徒を支援する特別支援学級支援員（会計年度任用職員）、学校生

活サポーター（旧介添員）を配置して、学級を運営しています。 

インクルーシブ教育の進展や、特別支援学級に在籍している子どもたちの多様化な

どにより、人的支援のニーズが高まっている状況を踏まえ、第２期計画期間中に、特

別支援学級支援員の配置基準を見直し、支援の充実を図りました。 

質の向上に向け、チームアプローチという形で自立に向けた指導を行う必要があり

ます。また、学級運営の方針については、特別支援学級の担任と特別支援学級支援員

との間で、こまめにコミュニケーションをとり、共通認識する必要があります。 

学校からは、教育委員会からの助言や研修機会の増加を望む声があがっています。 

 

 

＜取組み内容＞ 

固定の特別支援学級における人的支援のニーズを踏まえ、学級数や障害種別に応じ

た適切な配置に取り組みます。 

特別支援学級支援員や学校生活サポーターに対し、配慮を要する児童・生徒の多様

な状態を理解する力や児童・生徒の成長を促進するための効果的な関わり方、学級担

任との連携に関する研修を実施し、支援の充実に向け取り組みます。 

 

◇年次別計画 

 令和４年度 令和５年度 

①特別支援学級支援員の

配置 

・特別支援学級支援員の

配置 

・専門性の向上につなが

る研修の実施及び効果

検証 

・特別支援学級支援員の

配置 

・効果検証を踏まえた研

修の実施 

②学校生活サポーターの

充実 

・学校生活サポーターの

充実 

・専門性の向上につなが

る研修の実施及び効果

検証 

・学校生活サポーターの

充実 

・効果検証を踏まえた研

修の実施 

③新たな人材の養成 

（再掲） 

・新たな支援の担い手と

なる人材の養成方法の

検討 

・検討を踏まえた取組み 
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Ⅱ 個に応じた教育環境の充実 

 

〔５〕多様な学びの場や機会の充実 

 

＜現状及び課題＞ 

文部科学省のＧＩＧＡスクール構想に基づき、児童・生徒一人につき一台のタブレ

ット型情報端末と高速大容量の高速ネットワークの一体的な整備を行いました。児

童・生徒一人一人の個性や特性に応じた多様な学びや支援の充実に向け、タブレット

型情報端末の効果的な活用やアプリの柔軟な運用が求められています。また、ＩＣＴ

の活用にかかる教員の指導力の向上が求められています。読み書きすることに困難が

ある児童・生徒を支援するため、マルチメディアデイジー教科書等のデジタル教材の

導入に関する検討を進めています。 

興味・関心事や才能を活かした教育について、大学と研究・検討し、具体的なモデ

ル事業を立案しましたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により実施までは至

っていない状況です。 

特別支援学級に入級する児童・生徒の増加等に対応するとともに、障害の種別や学

級形態、地域的なバランス、既設の学級規模などに配慮しながら、学校の増改築等に

あわせ計画的な学級整備に取り組んでいます。知的障害学級（固定）、自閉症・情緒障

害特別支援学級（固定）の地域偏在を踏まえた設置が、必要になっています。また、

インクルーシブ教育の進展を踏まえ、文部科学省と連携し、知的障害の通級制度を試

行している自治体もあります。 

発達障害等の児童・生徒一人一人の特性に応じた特別支援教育を実施するため、全

小・中学校に「特別支援教室」を設置し、指導の充実を図っています。「特別支援教室」

を利用する児童・生徒数は、導入前の情緒障害等通級指導学級利用者と比べて約２．

８倍となる１，７２０人に達しています。全区的に児童・生徒が増加しており、特別

支援学級や「特別支援教室」のスペースが不足している状況もあります。 

「特別支援教室」による指導だけでは十分にその成果を挙げることが難しい児童・

生徒もいることから、「世田谷区立小中学校特別支援学級等整備計画」に基づき、自閉

症・情緒障害特別支援学級（固定学級）を小学校に２校、中学校に１校開設していま

す。 

 

＜取組み内容＞ 

アプリを活用した授業効果を検証する研究校を選定し、配慮を必要とする子どもた

ち一人一人の特性に応じたアプリの有効性や効果的な場面での活用方法など、学校現

場に即した実践的な研究に取り組みます。また、特別支援学級等におけるタブレット

型情報端末やアプリを活用した授業事例等のデータベース化、共有により、ＩＣＴの

活用にかかる教員の指導力の向上を図っていきます。 

教育ＤＸ推進の取り組みに基づき、教育データを利活用して、児童・生徒一人一人

の個性や特性に応じた指導に取り組みます。 
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生きづらさを抱えている児童・生徒の興味や関心事、特別な才能を発見し、それら

を伸ばすことによって、夢や希望を持って生活していくことができるよう、第２期計

画での検討を踏まえ取り組みます。 

配慮を必要とする子どもたちが、一人一人の能力や可能性を伸長できるよう、障害

の種別や学級形態、地域的なバランス等に配慮しながら、「世田谷区立小中学校特別支

援学級等整備計画」に基づき、整備してまいります。また、小学校「特別支援教室」

を利用する児童の増加を踏まえ、拠点校の増設に向け取り組みます。 

特別支援学級（固定学級）に在籍する生徒の増加や、通学の負担を軽減するため、

新たな学級整備に向け取り組みます。 

 

◇年次別計画 

 令和４年度 令和５年度 

①ＩＣＴを活用した学び

や支援の充実 

・特性に応じたタブレッ

ト型情報端末等の活用

の検証・改善 

・ＩＣＴ活用研究校によ

るアプリの活用効果の

検証 

・特性に応じた有用なア

プリの検討・導入 

・マルチメディアデイジ

ー教科書等のデジタル

教材の活用促進及び課

題改善 

・ＩＣＴを活用した授業

事例等のデータベース

化・共有 

・教育データの利活用に

向けた検討 

・特性に応じたタブレッ

ト型情報端末等の活用

の充実 

・特性に応じた有用なア

プリの活用促進 

 

・特性に応じた有用なア

プリの活用促進 

・マルチメディアデイジ

ー教科書等のデジタル

教材の活用による指導

の充実 

・ＩＣＴを活用した授業

事例等のデータベース

化・共有 

・教育データを利活用し

た指導の実施 

②興味・関心事や才能を

活かした教育に関する

研究・実施 

・研究・検討を踏まえた

実施 

・効果検証、課題改善 

③特別支援学級等の整備 

・小学校「特別支援教室」

拠点校の増設 

・「特別支援学級（固定

級）」の開設 

 

 

・児童・生徒の増加を踏

まえた検討 

・巡回指導の充実 

 

・「特別支援学級（固定

級）」の開設 

・開設校における指導の

充実 

・検討を踏まえた取組み 
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Ⅲ 特別支援教育の指導の充実 

 

〔６〕教員の資質・専門性の向上 

 

＜現状及び課題＞ 

特別支援学級及び特別支援教室における教員の専門性を高め、それを通常の学級の

教員とも共有することで、学校全体の指導力を高めていくことが必要です。 

特別支援教育に関する教員研修や研究活動の実施を通じて、教員の資質・専門性の

向上に取り組んでいます。新学習指導要領では、特別支援学級においても教科指導を

重視しているため、教科指導の専門性を高めていく必要があります。 

特別支援学級や「特別支援教室」に在籍している児童・生徒の状態は多様化してお

り、担任には高い指導力や専門性が必要となっています。特別支援学級や「特別支援

教室」の担任は、コミュニケーションスキルや指導の柔軟性も求められます。 

「特別支援教室」の巡回指導教員の指導力向上は喫緊の課題です。保護者と子ども

の学習状況を共有したり、通常の学級での授業観察や校内委員会への参加の機会を増

やしたりするなど、通常の学級の教員との連携の強化を図る必要があります。 

知的発達の全般的な遅れのない、学習障害のある児童・生徒は、通常の学級に在籍

し、一部特別な指導が必要な場合は、「特別支援教室」を利用しています。読み書きの

困難から自己肯定感が低下し、不登校になる児童・生徒もいます。 

学校からは、個別指導計画の立て方や活用方法などに関する研修を求める声もあり

ます。また、特別支援学級支援員の活用など、特別支援学級の担任を対象とした学級

経営のマネジメント研修について検討する必要があります。 

特別支援教育の基礎や基本については、気軽に学べるよう、短時間のオンライン研

修が求められています。子どもの特性に応じた環境調整に関することも含め、学びの

連続性も重要です。 

学期に１回程度、特別支援教育の指導教諭の授業を見て学ぶ方法、校内研修のあり

方など、区が実施する研修との関連性も含めて専門性の向上を図る必要があります。 

また、wisc-Ⅳなど、発達検査の結果を読み取り、データを授業に生かしていくこと

が重要です。授業のユニバーサルデザインも形骸化しないよう、学校生活における合

理的配慮はさらに充実する必要があります。 

特別支援学校の特別支援教育コーディネーターが、区立学校を継続的に訪問し、指

導力向上に効果がありました。また、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士の活用な

どによる資質向上も重要となっています。 

通常の学級においても、専門性や指導力の向上が課題となっており、的確な教育的

ニーズの把握や具体的な授業改善を進めていく必要があります。 

 

 

＜取組み内容＞ 

特別支援教育に関する研修については、東京都や教育研究会が開催する研修と重
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複しないよう配慮しながら、研修内容の充実を図ります。また、校内研修の取組み

についても支援していきます。 

教育研究活動については、研究開発校等による研究や教育研究会活動を実施すると

ともに、教育研究会と教育委員会との連携のあり方について検討し充実を図ります。 

研修動画の配信をはじめ、校長のリーダーシップの下、学校全体で専門性や指導力

を高めていくために必要な方策や、指導スキルの段階的な向上、インクルーシブ教育

に関する好事例のデータベース化とガイドライン策定など、ＩＣＴを活用した専門性

向上に向けた研究及び検討を行います。教育総合センターにおける授業事例等のデー

タベース化については、区長部局の政策研究担当課をはじめ、大学・企業や地域との

連携を通じて進めてまいります。 

今後、学習障害のある児童・生徒の指導や支援を充実できるよう、教職員の専門性

の向上やＩＣＴの活用促進、心理的な援助の充実などに取り組みます。 

今後も特別支援学校のセンター機能の活用による専門性の向上を図り、特別支援学

校との効果的な連携のあり方について検討し、指導の充実に向け取り組みます。各校

の状況に応じて作業療法士や理学療法士などの指導、助言が得られるよう、学識経験

者派遣事業の実施を通じて専門性の向上を図ります。 

通常の学級においては、「特別支援教室」の利用を検討する際に、児童の特性把握

のためのチェックリストを活用していますが、導入から５年が経過することから、活

用状況や効果について検証します。 

 

 

◇年次別計画 

 令和４年度 令和５年度 

①教員研修の実施 

◇世田谷区が主催する研

修の実施及び課題を踏

まえた検討 

・特別支援学級等担当

教員研修 

・初任者等研修 

・校内研修 など 

◇東京都が主催する研修

の実施 

◇世田谷区が主催する研修の充

実 

 

・特別支援学級等担当教員研

修 

・初任者等研修 

・校内研修など 

◇東京都が主催する研修の実施 

②教育研究活動（教材開

発・研究を含む）の実

施 

・研究開発校等による研

究の実施及び成果普

及、課題改善 

・教育研究会活動の実施 

・教育研究会と教育委員

会との連携のあり方検

討 

・検討を踏まえた研究開発校等

による研究の充実 

 

・教育研究会活動の実施 

・検討を踏まえた連携の充実 
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・ＩＣＴを活用した専門

性向上に向けた研究

（研修動画、好事例の

データベース化、ガイ

ドライン策定など） 

・通常の学級における特

性把握のためのチェッ

クリストの検証 

・ＩＣＴを活用した専門性向上

に向けた検討（研修動画、好

事例のデータベース化、ガイ

ドライン策定など） 

 

・検証を踏まえた取組み 

③特別支援学校との連携 

・特別支援学校との連携

による専門性の向上 

・連携のあり方の検討 

・検討を踏まえた特別支援学校

との連携による指導の充実 

④学識経験者事業の実施 
・学識経験者の派遣によ

る専門性の向上 

・学識経験者の派遣による指導

の充実 
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Ⅳ 共生社会に向けた教育の推進 

 

〔７〕障害者理解教育の推進 

 

＜現状及び課題＞ 

様々な差別や偏見をなくし、互いに尊重し合う社会を築くためには、学校教育の果

たす役割は重要です。世田谷区では、「第２次世田谷区教育ビジョン」の基本的な考え

に多様性の尊重を掲げ、子ども一人一人の多様な個性や能力を十分把握し、個に応じ

た指導をきめ細かく行う教育を目指しています。 

各学校では、全ての教育活動を通じて人権教育の推進に取り組んでおり、人権に関

する基礎的な知識や理念の理解を深めるほか、自他の人権の尊重や多様性を温かく受

け入れるといった態度的な側面、コミュニケーション能力や違いを認め合える能力の

育成といった技能面の側面について学んでいます。今後は、各学校における好事例を

紹介し、理解教育の促進していく必要があります。 

子どもたちに人として生きるうえで大切な人間性・道徳性を育むとともに、社会の

構成員としての自覚や社会生活を送るうえで必要な規範意識や生活習慣を身につける

ため、道徳教育の充実に取り組んでいます。 

障害福祉部では、障害者差別解消法のリーフレットを配布するとともに、障害理解

に関する出前講座を実施しています。また、都市整備政策部においても、福祉やユニ

バーサルデザインをテーマとした講座を実施しています。学校独自で、車いすの体験

授業などの障害者理解教育を実施する学校が増えています。 

パラリンピアンや障害者スポーツ選手を学校に講師として招き、様々な学習や体験

授業が行われ、障害者理解が進んでいます。今後も途切れることなく、継続していく

ことが重要です。また、「遊び」や「学び」の重要性が指摘されています。ファシリテ

ーターを確保し、意図的に場を設定していく必要があります。 

誰もが互いに人格と個性を尊重し、支えあい、人々の多様なあり方を相互に認め合

える共生社会の実現を目指すには、子どものころから多様な人とふれあう経験を積み

重ねることが大切です。世田谷区では、区立小・中学校の特別支援学級と通常の学級、

また都立の特別支援学校と区立の小・中学校との間で授業参加や給食、スポーツや体

験活動など、交流及び共同学習に取り組んでいますが、令和２年度については、新型

コロナウイルスの感染拡大の影響により、延期や中止を余儀なくされる状況がありま

した。 

 

＜取組み内容＞ 

世田谷区がこれまで取り組んできた人権教育、道徳教育、オリンピック・パラリン

ピックを契機とした学習体験などの成果を生かすとともに、各校において、学校の教

育活動全体を通して、各教科等の相互の関連を図るなど、発達段階に応じた指導を実

施します。 

庁内関係課、保健センター、社会福祉協議会等と連携し、障害者理解教育に関する 
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出前講座等を実施します。 

交流及び共同学習や副籍交流の実施については、新型コロナウイルスの感染状況を

踏まえ、ＩＣＴの活用を促進するなど、実施手法の工夫を行いながら充実を図ります。

特別支援学級等に在籍する児童・生徒が豊かな社会性を育んでいけるよう、また、通

常の学級に在籍する児童・生徒が障害者理解のための学習の成果を生かすことができ

るよう、交流の機会の充実に取り組んでいきます。 

人間関係を豊かにしていくことができるよう、子どもたちが仲間同士で互いに支え

合うピアサポートの研究や検討を行います。 

 

◇年次別計画 

 令和４年度 令和５年度 

①人権や多様な個性を尊

重する教育 

・人権教育の実施 

・道徳教育の実施 

・障害者理解に関する出

前型啓発事業の実施 

・ピアサポートの研究 

・人権教育の充実 

・道徳教育の充実 

・障害者理解に関する出

前型啓発事業の充実 

・ピアサポートの検討 

②交流及び共同学習等の

充実 

・交流及び共同学習の実

施 

・副籍制度による交流活

動の実施 

・特別支援学級在籍児

童・生徒と学区小・中

学校との交流に関する

研究 

・交流及び共同学習の充

実 

・副籍制度による交流活

動の充実 

・特別支援学級在籍児

童・生徒と学区小・中

学校との交流に関する

検討 
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１ 世田谷区特別支援教育推進計画（調整計画）検討委員会設置要綱 

                         令和３年５月２５日 

                         ３世教相第１２３号 

 

（目的及び設置） 

第１条 世田谷区特別支援教育推進計画（第２期）の事業活動等を踏まえ、今後の特別

支援教育の取り組み内容について検討し、世田谷区特別支援教育推進計画（調整計画）

（以下「調整計画」という。）を策定するため、世田谷区特別支援教育推進計画（調

整計画）検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（検討事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、教育委員会に報告する。 

⑴ 調整計画の策定に関すること。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、調整計画の検討に関し、教育委員会が必要と認める事

項。 

（委員会の構成） 

第３条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、教育監の職にある者をもって充てる。 

３ 委員は、委員長が指名する次に掲げるものとする。 

⑴ 区立学校の校長 

⑵ 教育政策部参与 

⑶ 教育政策部副参事（学校経営・教育支援担当） 

⑷ 教育研究・研修課長 

⑸ 教育研究・研修課指導主事 

⑹ 教育相談・支援課長 

⑺ 教育相談・支援課指導主事 

（委員長の職務） 

第４条 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。 

（招集） 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席等を求めて、意見若しくは説明

を聴き、又は、これらの者から必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、教育相談・支援課で処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定

める。 

   附 則 

１ この要綱は、令和３年５月２５日から施行する。 

２ この要綱は、調整計画が策定された日をもって廃止する。 
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２ 世田谷区特別支援教育推進計画（調整計画）検討委員会名簿 

１ 委員長 
教育監 

教育政策部長 
粟井 明彦 

２ 委 員 小学校校長会代表 新藤 直美 

３ 委 員 

特別支援学級 

設置校長会 

小学校代表 

篠原 和也 

４ 委 員 中学校校長会代表 牧野 英一 

５ 委 員 

特別支援学級 

設置校長会 

中学校代表 

今田 敏弘 

６ 委 員 
教育政策部 

参与 
平沢 安正 

７ 委 員 
教育相談・ 

支援課長 
柏原 耕治朗 

８ 委 員 

副参事 

（学校経営・ 

教育支援担当） 

塚本 桂子 

９ 委 員 
教育相談・支援課 

指導主事 
森本 真由美 

10 委 員 
教育研究・ 

研修課長 
隅田 登志意 

11 委 員 
教育研究・研修課 

指導主事 
前田 健太 

 

学識経験者（アドバイザー） 

東京家政大学 

家政学部児童教育学科  
教  授 半澤 嘉博 
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３ 世田谷区特別支援教育推進計画（調整計画）検討委員会検討経過 

 

回 開 催 日 主  な  議  題 

１ 
令和３年 

 ６月２１日 

・第二期計画の振り返り 

・特別支援教育に係る意見交換 

（課題、取組みの方向等） 

２ ７月 ７日 
・今後の取組みの方向 

・年次計画案の検討 など 

３ １１月 ８日 ・素案に対する意見を踏まえた検討 など 

 

令和３年 

８月２４日 
教育委員会 

特別支援教育推進計画（調整 

計画）（素案）報告 

９月 １日 区議会文教常任委員会 特別支援教育推進計画（調整 

計画）（素案）報告 

令和４年 

１月下旬 
教育委員会 

特別支援教育推進計画（調整計

画）（案）報告 

１月下旬 区議会文教常任委員会 特別支援教育推進計画（調整計

画）（案）報告 

 

○検討の過程で次のような機会を通じ、ご意見を伺いました。 

 ・「第２次教育ビジョン・調整計画」策定過程におけるパブリックコメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48



- 39 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世田谷区特別支援教育推進計画（調整計画）（案） 

令和４年度～令和５年度 

 

      発      行  世田谷区教育委員会 

      編      集  世田谷区教育委員会事務局教育相談・支援課 

              〒154-0023 世田谷区若林５－３８－１ 

      電    話  ０３－６４５３－１５１３ 

      Ｆ Ａ Ｘ  ０３－６４５３－１５３４ 

      Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.city.setagaya.lg.jp/ 

            発 行 年 月  令和４年１月 
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世田谷区特別支援教育推進計画（調整計画）（素案）からの主な変更点 

 

 

「第２次教育ビジョン・調整計画」策定過程におけるパブリックコメント等を踏ま

え、下表のとおりの追記・変更等を行った。 

 

頁 該当箇所 追記・変更等 

－ はじめに ・追記 

１５ 

（２）インクルー

シブ教育を

支える体制

の推進 

・「教育と医療、福祉等の関係機関との連携」の充実

について追記 

１６ 
（３）調整計画の

体系 

・「⑥関係機関との連携の充実」から「⑥関係機関と

の連携や保護者支援の充実」へ変更 

１９ 

～ 

２１ 

〔２〕切れ目のな

い一貫した

支援 

・関係機関との連携や保護者支援に関する取組み等を

追記 

２９ 

～ 

３１ 

〔６〕教員の資

質・専門性

の向上 

・教員の指導力・専門性の向上に関する取組み等を追

記 

３８ 資料編 ・検討の経過等を追記 

 

別紙３ 
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